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介
護
保
険
料

◆
65
歳
以
上
の
介
護
保
険

料　
保
険
料
の
年
額
が
確
定

す
る
ま
で
は
、
令
和
３
年

中
の
所
得
金
額
な
ど
を
も

と
に
暫
定
計
算
し
た
保
険

料
を
納
め
て
く
だ
さ
い
。

令
和
４
年
中
の
所
得
金
額

な
ど
を
も
と
に
、
本
年
度
保

険
料
を
７
月
に
確
定
計
算
し

ま
す
。

◆
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の

支
払(

普
通
徴
収)

　
４
月
中
旬
に
通
知
す
る
介

護
保
険
料
暫
定
通
知
書
に
基

づ
き
納
め
て
く
だ
さ
い
。

◆
年
金
か
ら
の
徴
収(

特
別

徴
収)

　
２
月
に
保
険
料
を
年
金
か

ら
徴
収
さ
れ
た
か
た
は
、
原

則
と
し
て
同
じ
金
額
を
４
・

６
・
８
月
の
年
金
か
ら
仮
徴

収
し
ま
す
の
で
、
金
額
を
お

知
ら
せ
す
る
通
知
書
は
送
付

し
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
保
険
料
の
見
直

し
な
ど
に
よ
り
、
６
月
ま
た

は
８
月
分
か
ら
の
保
険
料
額

が
変
更
と
な
る
か
た
に
は
、

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

◆
昨
年
度
中
に
65
歳
に
な
っ

た
か
た
や
転
入
し
た
か
た

　
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金

を
受
給
さ
れ
て
い
る
か
た
は

原
則
、
年
金
か
ら
の
徴
収
に

な
り
ま
す
。
開
始
時
期
は
そ

れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
の
で
、

対
象
の
か
た
に
は
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
高
齢
介
護
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

４
０

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

◆
口
座
振
替
や
納
付
書
で
の

支
払(

普
通
徴
収)

　

４
～
６
月
は
支
払
い
が
あ

り
ま
せ
ん
。
７
月
に
決
定
す

る
保
険
料
を
９
期(

７
月
～
翌

年
３
月)

で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

◆
年
金
か
ら
の
徴
収(

特
別
徴

収)　
４
・
６
・
８
月
の
年
金
か
ら

は
、
２
月
に
徴
収
し
た
金
額
と

同
額
を
仮
徴
収
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
保
険
料
の
見
直
し

な
ど
に
よ
り
、
６
月
ま
た
は
８

月
分
か
ら
の
保
険
料
が
変
更
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
７
月
に
決
定
す
る
保
険
料
額

と
仮
徴
収
金
額
と
の
差
額
は
、

10
・
12
・
２
月
の
年
金
か
ら
徴

収
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
市
保
険
年
金
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２
８

２
、
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
☎
06
・
４
７
９
０
・
２
０

２
８

 

後
期
高
齢
者
医
療

 

健
康
診
査
・
人
間
ド
ッ
ク

◆
健
康
診
査（
無
料
）

　
受
診
券
を
４
月
下
旬
～
５
月

上
旬
に
送
付
し
ま
す
。
年
度
途

中
に
75
歳
に
な
る
か
た
に
は
誕

生
月
の
翌
月
に
送
付
し
ま
す
。

年
度
内
に
、
指
定
医
療
機
関
で

健
康
診
査(

１
回)

を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

◆
歯
科
健
康
診
査（
無
料
）

　
歯
科
健
診
の
お
知
ら
せ
を
４

月
下
旬
～
５
月
上
旬
に
送
付
し

ま
す
。
年
度
途
中
に
75
歳
に
な

る
か
た
に
は
誕
生
月
の
翌
月
に

送
付
し
ま
す
。
年
度
内
に
指
定

の
歯
科
医
院
で
歯
科
健
康
診
査

(

１
回)

を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
歯
科
健
康
診
査
実
施
登

録
歯
科
医
院
に
事
前
申
込
み
が

必
要
で
す
。

※

た
だ
し
、
長
期
入
院
中
・
施

設
入
所
中
の
か
た
な
ど
は
健
康

診
査
・
歯
科
健
康
診
査
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
受
診
券

や
歯
科
健
診
の
お
知
ら
せ
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。
退
院
・
退
所

の
後
、
健
康
診
査
・
歯
科
健
康

診
査
を
受
診
し
た
い
か
た
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
人
間
ド
ッ
ク

　
被
保
険
者
を
対
象
に
２
万
６

０
０
０
円
を
限
度
と
し
て
、
人

間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。
申
請
は
年
度
内

で
１
回
限
り
で
す
。
助
成
金
は

口
座
振
込
で
後
日
支
給
し
ま
す
。

持
物
　
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書
、

検
査
結
果
通
知
書
、
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
、
口
座
情

報
が
わ
か
る
も
の

※
申
請
者
以
外
の
口
座
に
振
り

込
む
場
合
で
、
申
請
者
が
記
入

さ
れ
な
い
場
合
は
、
申
請
者
の

印
鑑
が
必
要
で
す
。

申
請
・
問
合
せ
先
　
市
保
険
年

金
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

２
８
２
、
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
☎
06
・
４
７
９
０
・

２
０
３
１

退
職（
失
業
）
に
よ
る
国
民

年
金
保
険
料
の
特
例
免
除

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
か
た

が
会
社
を
退
職(

失
業)

し
た
と

き
は
、
国
民
年
金
の
加
入
届
を

提
出
し
、
保
険
料
を
納
め
ま
す
。

　
し
か
し
、
退
職(

失
業)

に
よ

り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
に
は
、
本
人
の
申
請

に
よ
っ
て
保
険
料
を
免
除
す
る

特
例
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
退
職
日
の
翌

日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら

翌
々
年
の
６
月
分
ま
で
が
対
象

で
す
。
た
だ
し
、
配
偶
者
や
世

帯
主
に
一
定
額
以
上
の
所
得
が

あ
る
と
き
は
、
免
除
が
認
め
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
免
除
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
物　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も

の
・
退
職(

失
業)

し
た
日
を
確

認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明

(

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

受
給
資
格
通
知
、
離
職
票
な

ど)申
請
・
問
合
せ
先
　
保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
４

　

国
民
年
金
保
険
料
額
と

　

前
納
割
引
額

　
納
付
書
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
４
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ

ニ
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
２
月
20
日
か
ら
は
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利
用

し
た
電
子
決
済
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い

(

前
納)

す
る
と
、
割
引
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替
で
前

納
す
る
と
、
現
金
納
付
よ
り
割

引
額
が
よ
り
多
く
な
り
ま
す
。

毎
月
納
付
の
口
座
振
替
割
引
は
、

早
割(

当
月
分
を
当
月
末
日
振

替)

に
限
り
ま
す
。
翌
月
末
日

の
振
替
に
割
引
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

口
座
振
替
の
お
申
込
み
は
、

金
融
機
関
・
年
金
事
務
所
で
お

願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
貝
塚
年
金
事
務
所

☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１
１
２

２

　受診前に申請すると、人間ドック(26,000円以内)・脳ドッ
ク(28,000円以内)の補助が受けられます(年度内各１回限り)。
　なお、人間ドックの補助を受けるかたは、特定健康診査は
受けられません。

対象　満30歳以上で、市の国民健康保険に継続して１年以上
加入し、前年度までの保険料を完納している世帯のかた
持物　国民健康被保険者証、特定健康診査受診券(お持ちの
かた)

国民健康保険　人間ドック・脳ドック受診費用の補助

人間ドックのみ

脳ドックのみ

申請・問合せ先　保険年金課☎072－433－7273

市立貝塚病院・河崎病院・ベルクリニック・府中クリ

ニック・鳳総合健診センター・葛城病院・大阪公立大

学医学部附属病院MedCity21・中之島クリニック・大阪

警察病院付属人間ドッククリニック

貝塚記念病院・大野クリニック・アムスニューオータ

ニクリニック・聖授会総合健診センター・聖授会OCAT

予防医療センター・りんくうタウンクリニック・新泉

南病院・多根クリニック・岸和田徳洲会病院・帝国ホ

テルクリニック・マイヘルスクリニック心斎橋院・ア

クティ健診センター

人間ドック
脳ドック

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
関
す
る
傷
病
手
当

金
の
適
用
期
間
を
延
長

　
市
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者(

給
与
な
ど
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
か
た
に
限
る)

が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

感
染
し
た
、
ま
た
は
感
染
が
疑

わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
療
養
の

た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
期
間
の
給
与
な
ど

の
支
払
い
を
受
け
ら
れ
な
い
ま

た
は
、
減
額
さ
れ
た
場
合
の
傷

病
手
当
金
適
用
期
間
が
延
長
さ

れ
ま
し
た
。

適
用
期
間　

令
和
３
年
４
月
１

日
～
５
年
５
月
７
日
の
間
で
、

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
期
間

※
な
お
、
５
月
８
日
以
降
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

を
５
類
感
染
症
に
位
置
づ
け
る

方
針
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

傷
病
手
当
金
の
支
給
は
終
了
と

な
り
ま
す
。

支
給
期
間　

労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
日
か
ら
起

算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日
よ

り
、
就
労
を
予
定
し
て
い
た
日

数
分

支
給
額　

(

直
近
の
継
続
し
た

３
カ
月
間
の
給
与
収
入
合
計
額

÷
就
労
日
数)

×
３
分
の
２
×

支
給
対
象
日
数

申
請
方
法　

国
民
健
康
保
険
証
、

傷
病
手
当
金
支
給
申
請
書(

世

帯
主
・
被
保
険
者
・
事
業
主
・

医
療
機
関
用
す
べ
て)

、
振
込

口
座
が
わ
か
る
通
帳
の
写
し
を

郵
送
ま
た
は
窓
口
へ(

捺
印
は

朱
肉
を
使
用
す
る
も
の
で)

※

傷
病
手
当
金
支
給
申
請
書
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
。

申
請
期
限　

労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
２
年

申
請
・
問
合
せ
先
　
保
険
年
金

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
３

白井病院・森内脳神経クリニック・富永クリニック

97,990円×２回
(1,130円×２回)

194,720円
(3,520円)

口座振替

194,090円
(4,150円)

98,310円×２回
(810円×２回)

16,520円×12回
(なし)

16,470円×12回
(50円×12回)

６カ月前納

毎月納付

１年前納

385,900円
(16,100円)

387,170円
(14,830円)(令和５・６年度)

２年前納

現金納付

※（　）内は割引額

◆医療機関

犬やネコなどペットのフンのあと始末は、飼い主が責任を持って行いましょう！


